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9eMTC/NB-IoTの比較 （3GPP）

全般 LTE-Advanced eMTC NB-IoT

周波数 全LTEバンド

1(2GHz), 2, 3(1.7GHz), 4, 5, 7, 8(900MHz), 
11(1.5GHz), 12, 13, 18(800MHz), 19(800MHz), 20, 
21(1.5GHz), 26(800MHz), 27, 28(700MHz), 31
【FDD/HD-FDD】、39, 41(2.5GHz)【TDD】

1(2GHz), 2, 3(1.7GHz), 5, 8(900MHz), 11(1.5GHz), 
12, 13, 17, 18(800MHz), 19(800MHz), 20, 
21(1.5GHz), 25, 26(800MHz), 28(700MHz), 31, 66, 
70

通信方式 FDD / TDD FDD / HD-FDD / TDD（※１） HD-FDD

基
地
局

周波数帯域幅
1.4MHz、3MHz、5MHz、
10MHz、15MHz、20MHz

LTE-Aの周波数帯域幅内の6RB
（1.08MHz）

LTE-Aのガードバンドを含む周波数帯域幅内の
1RB（180kHz）

伝送速度
CA、MIMO、多値変調等を組み

合わせた高速通信
800kbps

（注）移動局１台あたりの伝送速度

21kbps
（注）移動局１台あたりの伝送速度

変調方式
QPSK、16QAM、64QAM、

256QAM
QPSK、16QAM QPSK

不要発射 （隣接

チャネル漏えい電力、
スペクトラムマスク、
スプリアス）

周波数帯域幅毎に規定 LTE-Aの周波数帯域幅毎の規定を適用 LTE-Aの周波数帯域幅毎の規定を適用

移
動
局

周波数帯域幅
1.4MHz、3MHz、5MHz、
10MHz、15MHz、20MHz

1.4MHz （※２） 200kHz （※３）

最大空中線電力 23dBm 23dBm 又は 20dBm 23dBm 又は20dBm

伝送速度 CA、MIMO等による高速通信 1Mbps（全二重）、300kbps（半二重） 62kbps

変調方式 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM BPSK、QPSK、16QAM π/2-BPSK、π/4-QPSK、QPSK

不要発射 （隣接
チャネル漏えい電力、
スペクトラムマスク、
スプリアス）

周波数帯域幅毎に規定
LTE-Aの周波数帯域幅（通信の相手方の基地局
側の周波数帯域幅の幅に同じ）毎の規定を適用

（※４）

✓200kHzの周波数帯域幅（NB-IoT）に対応した不要発
射強度の値（隣接チャネル漏えい電力、スペクトラム
マスク）を規定。スプリアスについては、LTE-Aの規
定を適用。

✓ ガードバンドモードについては、LTE-Aの周波数帯
域幅の端からNB-IoTの搬送波を発射しない範囲（オ
フセット周波数）を規定

※1 WiMAXフォーラム、XGPフォーラムにおいて、eMTC方式を参照する標準化作業が2017年３月頃に完了予定 ※2  3GPPテスト要求値として1.4MHz ※3  3.75kHz、15kHz（シングルトーン）送信にも対応
※4 基地局が5MHzの周波数帯域幅で運用されている場合⇒LTE-A移動局の5MHzの周波数帯域幅の規定を適用



10LTE-Advanced （FDD）の技術的条件

LTE-Advanced（FDD）

周波数帯 700MHz帯、800MHz帯、900MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯、2GHz帯

通信方式 FDD（LTE-A、eMTC）、HD-FDD（eMTC、NB-IoT）

多重化方式／
多元接続方式

下り OFDM及びTDM

上り SC-FDMA

変調方式

基地局 BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

移動局

BPSK/QPSK/16QAM/64QAM（LTE-A）

BPSK/QPSK/16QAM（eMTC）

π/2-BPSK/π/4-QPSK/QPSK（NB-IoT）

占有周波数帯幅の
許容値

基地局 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz

移動局 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz（LTE-A）、1.4MHz（eMTC）、200kHz (NB-IoT)

不要発射強度の値

基地局
占有周波数帯幅毎に隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定（LTE-A,eMTC,NB-IoT(※））

（※）ガードバンドでNB-IoTの波を送信する場合は、ガードバンドを含む最大数の波を送信した状態でLTE-Aの占有周波数
帯幅毎の規定を適用

移動局

占有周波数帯幅毎に隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定（LTE-A)
LTE-Aの占有周波数帯幅毎の隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽの規定を適用（eMTC）
NB-IoT独自の隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸを規定、LTE-Aのｽﾌﾟﾘｱｽを適用。ただし、LTE-Aの占有周波数帯

幅の端から一定の周波数をNB-IoTの搬送波を発射しない領域（オフセット）として規定（NB-IoT）

最大空中線電力
及び空中線電力

の許容偏差

基地局 定格空中線電力の±2.7dB以内

移動局

定格空中線電力の最大値は23dBm以下

定格空中線電力の+2.7dB/-6.7dB（LTE-A）

定格空中線電力の+2.7dB/-3.2dB（eMTC）

定格空中線電力の±2.7dB（NB-IoT）

周波数の許容偏差

下り

±(0.05ppm＋12Hz）以内（38dBmを超える基地局）
±(0.1ppm ＋12Hz）以内（20dBmを超え38dBm以下の基地局）
±(0.25ppm＋12Hz）以内（20dBm以下の基地局）

上り

±(0.2ppm＋15Hz）以内（eMTC（HD-FDD）で1GHz以下の周波数帯を利用し、連続送信時間が64ms超の場合、
NB-IoTで1GHz以下の周波数帯を利用する場合）

±(0.1ppm＋15Hz）以内（上記以外）



11広帯域移動無線アクセスシステム（BWA）の技術的条件

WiMAX（3GPP参照規格） XGP

周波数帯 2.5GHz帯 2.5GHz帯

通信方式 TDD TDD

多重化方式／
多元接続方式

下
り

基地局 OFDM及びTDM/OFDM､TDM及びSDMのいずれかの複合方式 OFDM及びTDM/OFDM､TDM及びSDMのいずれかの複合方式

小電力レピータ
OFDM及びTDM/OFDM､TDM及びSDM/

のいずれかの複合方式
OFDM及びTDM/OFDM､TDM及びSDM/

のいずれかの複合方式

上
り

移動局/
小電力レピータ

SC-FDMA及びTDMA/SC-FDMA､TDMA及びSDMA
のいずれかの複合方式

OFDMA及びTDMA/OFDMA､TDMA及びSDMA/SC-FDMA
及びTDMA/SC-FDMA､TDMA及びSDMAのいずれかの複合方式

変調方式
共
通

基地局/移動局/
小電力レピータ

BPSK/QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/256QAM
BPSK/QPSK/16QAM（eMTC）

BPSK/QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/256QAM
BPSK/QPSK/16QAM（eMTC）

占有周波数
帯幅の許容

値

下
り

基地局/
小電力レピータ

10MHz/20MHz 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz

上
り

移動局/
小電力レピータ

10MHz/20MHz
1.4MHz（eMTC）

2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz
1.4MHz（eMTC）

不要発射強
度の値

下
り

基地局/
小電力レピータ

占有周波数帯幅毎の隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定 占有周波数帯幅毎の隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定

上
り

移動局/
小電力レピータ

占有周波数帯幅毎の隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定
同規定を適用（eMTC）

占有周波数帯幅毎の隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定
同規定を適用（eMTC）

最大空中線
電力及び空
中線電力の
許容偏差

下
り

基地局
20W以下(10MHzｼｽ)､40W以下(20MHzｼｽ)

偏差：＋87%、－47%
20W以下(2.5MHzｼｽ/5MHzｼｽ/10MHzｼｽ)､40W以下(20MHzｼｽ)

偏差：＋87%、－47%

小電力レピータ
600mW以下（再生型、200mW以下／搬送波）、200mW以下（非再生型）

偏差：＋87%、－47%
600mW以下（再生型、200mW以下／搬送波）、200mW以下（非再生型）

偏差：＋87%、－47%

上
り

移動局
200mW以下

偏差：＋87%、－79%
＋87%、－47%（eMTC）

200mW以下
偏差：＋87%、－79%

＋87%、－47%（eMTC）

小電力レピータ
600mW以下（再生型、200mW以下／搬送波）、200mW以下（非再生型）

偏差：＋87%、－47%
600mW以下（再生型、200mW以下／搬送波）、200mW以下（非再生型）

偏差：＋87%、－47%

周波数の許
容偏差

下
り

基地局/
小電力レピータ

3×10-6 以内 3×10-6 以内

上
り

移動局/
小電力レピータ

3×10-6 以内
±(0.1ppm＋15Hz）以内（eMTC）

3×10-6 以内
±(0.1ppm＋15Hz）以内（eMTC）



12eMTC/NB-IoTの共用検討

＜共用検討の考え方＞

１．eMTC
（基地局）最大空中線電力、不要発射強度の値に変更はないため、新たな共用検討は不要。

（移動局）最大空中線電力、不要発射強度の値に変更はないため、新たな共用検討は不要。

２．NB-IoT
（基地局）最大空中線電力、不要発射強度の値に変更はないため、新たな共用検討は不要。

（移動局）最大空中線電力に変更はない。新たに規定するNB-IoTの不要発射強度（隣接チャネル漏えい

電力、スペクトラムマスク、スプリアス）の値は、既存のシステム帯域毎の不要発射強度の値の
範囲内に収まるため、新たな共用検討は不要。

○ eMTC/NB-IoTの技術的条件を踏まえ、eMTC/NB-IoTから他のシステムへの影響を検討。

○ 最大空中線電力に変更はなく、不要発射強度の値は、NB-IoTのガードバンドモードの場合を含め、既存の

LTEシステムの不要発射強度の範囲内に収まるため、新たな共用検討は不要。











17電波防護指針のうち比吸収率（１／２）参考３

（参照条文）

第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、（中略）の
無線設備（以下「対象無線設備」という。）は、対象無線設備から発射される電波（対象無線設備又は同一
の筐体に収められた他の無線設備（総務大臣が別に告示するものに限る。）から同時に複数の電波を発射す
る機能を有する場合にあつては、複数電波）の人体における比吸収率※を2W/kg（四肢にあつては、4W/kg）
以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。

一 対象無線設備から発射される電波の平均電力が20mW以下の無線設備
二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示す
る無線設備

２ 対象無線設備（伝送情報が電話のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。）は、当該対象無
線設備から発射される電波（対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備（総務大臣が別に告示
するものに限る。）から同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波）の人体頭部に
おける比吸収率を２W/kg以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの
限りでない。
一 対象無線設備から発射される電波の平均電力が20mW以下の無線設備
二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する
無線設備

３ 前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

※ 任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値

○無線設備規則 （昭和25年電波管理委員会規則第18号）



18電波防護指針のうち比吸収率（２／２）

一 設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のと
おりとする。
１ 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
２ 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
３～８（略）

二 設備規則第十四条の二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとする。
前項第一号から第五号までに掲げる無線設備であって、送信空中線と人体(頭部及び両手を除く。)との距離

が二〇センチメートルを超える状態で使用するもの

（参照条文）

一 設備規則第十四条の二第二項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のと
おりとする。
１ 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
２ 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
３～８（略）

二 設備規則第十四条の二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとする。
前項第一号から第五号までに掲げる無線設備のうち携帯して使用するために開設する無線局のものであっ

て、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの

○無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備（平成27年総務省告示第423号）

○無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備（平成25年総務省告示第323号）


